
 

 

 

 

 
   

カレーの思い出（その１） 

 
 
 
 
  
 

GoTo トラベル旅行費の消費税の課税仕入れについて 
 
 

コロナ禍における旅行業者等の救済策として始まった GoTo トラベルキャンペーンは、宿泊や日帰りの国内旅行を対象に、旅行代

金の1/2相当額（1人1泊当たり上限2万円）を国が支援するものです。支援額のうち、旅行代金の35％相当は旅行代金に充当さ

れ、旅行代金の 15％相当は、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払いに利用できる地域共通クーポンとして旅行者に給付

されます（2020 年10 月1 日以降の出発分から）。 
 

この GoTo トラベルキャンペーンを業務上の出張等に利用した場合、旅行費用の消費税の仕入税額控除について疑問が生じま

すが、給付金控除前の旅行代金全額が消費税の課税対象になるとの報道がされています（税務通信3624 号）。 

この制度は、旅行者が国から直接給付金を受け取るわけではなく、旅行業者が旅行者に代わって受け取る仕組みとなっています。

そのため、一見、旅行代金が値引きされているように思えますが、あくまで旅行代金の一部を国が補助しているのであって、旅行代金

そのものが値引きされているわけではないからです。 
 

例えば、会社の出張目的で旅行商品22,000 円（税込）を購入する場合、出張者は現金等で 14,300 円

を旅行業者に支払い、残額7,700 円（35％相当）は、国から旅行業者に支払われます。この場合、会社

が出張旅費を精算し、計上する課税仕入れの金額は、旅行代金全額の税込22,000 円となります。 

（大寺） 

   

 

 
  

■11月10日 
1 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

■11月16日 
2 所得税の予定納税額の減額申請 
■11月30日 

3 所得税の予定納税額の納付（第2期分） 
4 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 
5 9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人

事業所税）・法人住民税＞ 
6 3 月、6 月、9 月、12 月決算法人・個人事業者の 3 月ごとの期間短縮に係る確

定申告＜消費税・地方消費税＞ 

7 法人・個人事業者の 1 月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費
税＞ 

8 3 月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税＞（半期分） 

9 消費税の年税額が 400万円超の 3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ご
との中間申告＜消費税・地方消費税＞ 

10 消費税の年税額が 4,800 万円超の 8 月、9 月決算法人を除く法人・個人事業者の 1

月ごとの中間申告（7月決算法人は 2か月分）＜消費税・地方消費税＞ 
■11月中において市町村の条例で定める日 
11 個人事業税の納付（第2期分） 
 

※税を考える週間･･･11月11日～17日 
 

 

  
 
    

 
 

10日 一括有期事業開始届＜概算保険料160万円未満：請負金額18,000万円未満の工事＞（労働基準監督署） ※ 年金週間（6日～12日） 
年金の日（11月30日） 

ねんきん月間 
建設雇用改善推進月間 
職業能力開発促進月間 

､労働保険適用促進月間 

30日 健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 

健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況報告書提出（年金事務所・公共職業安定所） 
 
支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者（誕生月を迎える者）現況届 

旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 

（竹内） 

11月の税務 

２０２０年11 月 No.191 

 

発行 

 さくら税理士法人 

さくら社会保険労務士法人
 ㈱さくらビジネスサービス 

労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 

 

「今晩はカレーだよ」。祖母の言葉。途端に嬉しくなる。学校でも、「今晩はカレー」と自慢する。帰り道は早

足。食卓は良い香り。何度もお代わりをする。「おいしそうに食べていることを喜び」「食べ過ぎを心配してい

る」祖母の顔が思い出される。 

11月の社会保険労務 



会計制度  ＜ 時価の算定に関する会計基準③ 時価の算定単位 ＞    

 

資産税係  ＜ 相続登記について② －相続登記の必要書類－ ＞     

 

 
 
 
 
 
 

厚生労働省では、11 月に 「過重労働解消キャンペーン」 を実施し、重点的な監督指導を行うとしています。  
 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、3 月17 日に発出された依命通達では、中小企業等に対する相談・支援について、「労働

基準関係法令に係る違反が認められた場合においても、新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大による影響を十分勘案

し、労働基準関係法令の趣旨を踏まえた自主的な取組みが行われるよう、きめ細かな対応を図る」ともされています。 
 

自社の時間外労働の実施状況や健康障害防止措置に関する対応に問題がないか、改めて確認することをお勧めいたします。 

（山形） 
 
 
 
 
 

 

【原則】 

資産又は負債の時価を算定する単位は、それぞれの対象となる資産又は負債に適用される会計処理又は開示によるとされていま

す。例えば、金融商品については、通常個々の金融商品（株式であれば銘柄ごと）が時価の算定単位となります。 

 

【容認】 グループ単位での時価の算定 

一定の要件（※）を全て満たす場合には、特定の市場リスク（市場価格の変動に係るリスク）又は特定の取引相手先の信用リスク

（取引相手先の契約不履行に係るリスク）に関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該

金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定することができるとされています。 

なお、本取扱いは特定のグループについて毎期継続して適用することとされています。 
 

（※）一定の要件 

①企業の文書化したリスク管理戦略又は投資戦略に従って、特定の市場リスク又は特定の取引相手先の信用リスクに関する正 

味の資産又は負債に基づき、当該金融資産及び金融負債のグループを管理していること 

②当該金融資産及び金融負債のグループに関する情報を企業の役員に提供していること 

③当該金融資産及び金融負債を各決算日の貸借対照表において時価評価していること 

等をいいます。    

（孝志茜） 
 
 
 
  
 

 

相続登記には、「遺言により相続または遺贈させる場合」「遺産分割協議による場合」「法定相続分による場合」があります。それぞれ

の場合の必要書類は下記のとおりです。 
 

遺言書にもとづき相続または 
遺贈させる場合 

遺産分割協議による場合 法定相続分による場合 

 

遺産分割協議書（相続人全員
が実印で押印したもの） 

 相続人全員の印鑑証明書 

遺言書  

被相続人の死亡の記載が 
されている戸籍謄本(除籍謄本) 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 

被相続人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票 

不動産を取得される方の 
戸籍謄本 

相続人全員の現在戸籍の謄本 

不動産を取得する相続人の住民票 相続人全員の住民票 

不動産の評価証明書 

※司法書士に依頼する場合には、別途委任状などが必要となります。 
 

（坂田） 



リスマネ委員会  ＜ リスクマネージメントについて ＞    

 

医療係  ＜ オンライン資格確認導入補助金 ＞     

公益法人会計  ＜ 補助金を受け取った場合の会計処理について ＞     

 

 

 
 
  
 
 

補助金の受け入れ時には指定正味財産増減の部に計上するのが原則で、事業遂行時に遂行金額分を一般正味財産増減の部

に振り替えます。 

ただし、同一事業年度以内に目的たる支出を行うことが予定されている場合には、一般正味財産へ振り替える手間を省くために最初

から一般正味財産増減の部に記載することができます。 

すなわち、受け取った補助金が固定資産の取得に充てられる場合や、複数年にわたる事業の実施に充てられる場合には、原則的

な処理を行うことが適当です。一方で、受け取った補助金をその年度中に全額消費する場合には、事務処理の簡便化から、原則的

な処理によらず、受取額を直接一般正味財産増減の部に計上してもよいこととなります。 

（公益法人会計基準 注解13・公益法人会計基準に関する実務指針 Q19） 

（大寺） 
 
 
 
 
 
 

 

リスクマネージメントとは、様々なリスクが発生した場合、そのリスクを少しでも回避するために対策をとることをいいます。 

万が一、会社の経営者､従業員などが、不慮の事故や災害に遭った場合に備えるのが保険です。 

既契約の内容が、「保障」「貯蓄」の目的に合った保険かどうかを定期的に見直すことをお勧めします。 
 
 

＜見直しのポイント＞ 
 
 既契約保険の内容の確認 

 必要な保障額を数値で算定 

 既契約の保険で必要な保障が充足出来ているかの確認 

 保障が不足している場合や重複している場合の対策 

                           （さくらﾋﾞｼﾞﾈｽ） 
 

 

  

 

令和元年5 月22 日に公布された改正法において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、令和3 年3 月に「オ

ンライン資格確認」が開始される予定となっています。導入に際して補助金がありますが、導入後の申請となりますので早めの準備が必

要です。 
 

 病院 大型チェーン薬局 診療所・その他の薬局 

顔認証付き 

カードリーダー 
3 台まで無償提供 1 台無償提供 

その他の費用

の補助内容 

1 台導入 2 台導入 3 台導入 
上限21.4 万円 

※事業額42.9 万円 

を上限に１/２補助 

上限32.1 万円 

※事業額42.9 万円 

を上限に３/４補助 

上限105 万円 
※事業額210.1 万円 

を上限に１/２補助 

上限100.1 万円 
※事業額200.2 万円 

を上限に１/２補助 

上限95.1 万円  
※事業額190.3 万円 

を上限に１/２補助 

※事業額は消費税（10％）を含んだ額 
 

※補助の対象となる事業 

 オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入・導入 

 レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等のアプリケーションに組み込むパッケージソフトの購入・導入 

 オンライン資格確認に必要となるオンライン請求回線の導入、既存のオンライン請求回線の増強 

 オンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修 等 
 

 

参考サイト：「医療機関等向けポータルサイト」（https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/） 

（田中） 
 
 



 

※掲載料金は無料ですので、ぜひ貴社のＰＲにお役立て下さい。お申込みいただいた方より順次掲載しております。 

 広告内容については、お客様から提供された情報に基づいて作成されています。万一、損害を被った場合についても、一切責任を負いかねます。 

 
 

新メンバーを迎え、気持ち新たに頑張っていきますので、よろしくお願いします！！ 
 

さくら社会保険労務士法人  小谷 千尋 
 

はじめまして。８月１７日より、さくら社会保険労務士法人に入所しました小谷千尋と申します。コロナ禍での就職難の中、採

用して頂き感謝しております。 

趣味はインドアで、お笑い番組やドラマを観る事や、エッセイ・小説や漫画を読むことが好きです。体力をつける為に、ウォー

キングか何か運動を始めようか考えているところです。 

まだ不慣れな事が多くご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、少しでもはやく皆様のお役に立てるように努めてまいり

ますので、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い致します。 
                                                           
 
 

 

 
当社、情報誌「さくら通信」へ掲載する広告を募集します。 

多数応募があった場合は、順次掲載していきますので、ご了承ください。 

ぜひ、本誌への広告掲載をご検討いただき、貴社のＰＲにお役立てください。 

 

★広告の規格等 

掲載サイズ 縦７０ｍｍ×横１８０ｍｍ程度 

掲載位置 裏表紙 

色 ２色刷り（色は月により変化） 

掲載料金 無料 

 
 
電話・ＦＡＸ・メールのいずれかで、監査担当者または広報担当者まで､掲載希望の旨をご連絡ください。広告掲載が決定しました
ら、詳細をご連絡いたしますので、広告原稿・写真等の提出にご協力お願いいたします。 
 
 
 
 

 まだまだ、広告募集中です！！ 

 
 

 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
                          
                          
                          
                       

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
㈱さくらビジネスサービス 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ：kimutake@js4.so-net.ne.jp  
TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがそ

の内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負

いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

 
 

（裏表紙） 
 
 
 

↑ 

広告 

縦70mm×横180mm 


